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第２章 大気環境 

１．大気汚染 

大気汚染の原因物質は、工場や事業場から排出される煙や自動車の排気ガスに含まれている

硫黄酸化物（ＳＯｘ）、窒素酸化物（ＮＯｘ）、一酸化炭素（ＣＯ）や粉じんなどの有害物質で

す。また、大気中に放出された窒素酸化物や炭化水素などが、強い紫外線により光化学反応を

起こして二次的に生成される光化学オキシダントも大気汚染の原因となります。 

近年は、規制の強化、工場や事業場における公害対策により、大規模な大気汚染の発生は、

見られませんが、突発的な事故や、光化学オキシダントによる被害等の防止に努める必要があ

ります。 

 

２．瑞浪市の状況 

本市では、大規模な大気汚染の被害は、報告されていませんが、野焼きに関する苦情が２２

件寄せられました。家庭ごみ等の野焼きは、法律で禁止されていますので、警察と連携を取り

ながら、大気の保全に努めています。 

 

３．大気環境測定 

 本市では、岐阜県と協力して市役所に設置された大気環境測定器により、二酸化硫黄（ＳＯ

２）、浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）、風向・風速の常時観測を行っています。 

 また、岐阜県では多治見市笠原町の測定局で東濃西部地域（多治見市、土岐市、瑞浪市）の

光化学オキシダント濃度、県内１２ヶ所（東濃地域では多治見市、恵那市）で空間放射線量を

測定しています。 
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① 二酸化硫黄（ＳＯ２） 

二酸化硫黄（ＳＯ２）とは、化石燃料の燃焼に伴って発生する無色・刺激性の強いガスで、 

目や粘膜質、気道に対する刺激作用があります。 

環境基準では、１時間値の１日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ１時間値が 0.1ppm 以下

であることとされています。 

平成２８年度に環境基準を超えた日はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※計測期間：当該年度の４月１日から３月３１日まで

表３．平成２８年度 二酸化硫黄濃度の測定結果（測定場所：瑞浪市役所） 

 

有効測定 

日数 

非有効測定 

日数 

1 時間値 

の月平均 

1 時間値 

の最高値 

1 時間値 

の日平均値 

の最高値 

１時間値が 

0.1ppm を 

超えた時間数 

日平均が 

0.04ppm を 

超えた日数 

（日） （日） （ppm） （ppm） （ppm） （時間） （日） 

４ ３０ ０ ０．００３ ０．００８ ０．００４ ０ ０ 

５ ３１ ０ ０．００４ ０．０１３ ０．００９ ０ ０ 

６ ２９ １ ０．００５ ０．０１０ ０．００６ ０ ０ 

７ ３１ ０ ０．００５ ０．０１２ ０．００９ ０ ０ 

８ ３１ ０ ０．００５ ０．０１１ ０．００８ ０ ０ 

９ ３０ ０ ０．００３ ０．０１０ ０．００６ ０ ０ 

１０ ３１ ０ ０．００３ ０．００７ ０．００４ ０ ０ 

１１ ３０ ０ ０．００２ ０．００５ ０．００３ ０ ０ 

１２ ２６ ５ ０．００２ ０．００６ ０．００３ ０ ０ 

１ ３１ ０ ０．００２ ０．００６ ０．００３ ０ ０ 

２ ２８ ０ ０．００３ ０．００７ ０．００４ ０ ０ 

３ ３１ ０ ０．００３ ０．００８ ０．００５ ０ ０ 

合計 ３５９ ６ ― ― ― ０ ０ 

 

表４．過去５年間の二酸化硫黄濃度の経年変化（１時間値の年平均値） 

 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 平均 

瑞浪市役所 

(ppm) 
０．００４ ０．００４ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３４ 

 

項目 

月 

測定箇所 

年度 
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② 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）とは、自重で落下せず、大気中で浮遊する粒径が 10μm 以下の物

質をいい、自動車等の排気ガスに含まれます。吸入すると気道や肺胞に沈着し、人の健康に影

響を与えることがあります。 

環境基準では、１時間値の１日平均値が 0.1mg/m3 以下であり、かつ、１時間値が 0.2mg/m3

以下であることとされています。 

 平成２８年度に環境基準を超えた日はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※計測期間：当該年度の４月１日から３月３１日まで 

 

表５．平成２８年度 浮遊粒子状物質測定結果（測定場所：瑞浪市役所） 

 

有効測定 

日数 

非有効測定 

日数 

1 時間値 

の月平均 

1 時間値 

の最高値 

1 時間値 

の日平均値 

の最高値 

１時間値が 

0.2mg/㎥を 

超えた時間数 

日平均が 

0.1mg/㎥を 

超えた日数 

（日） （日） （mg/㎥） （mg/㎥） （mg/㎥） （時間） （日） 

４ ３０ ０ ０．０１３ ０．０５４ ０．０２７ ０ ０ 

５ ３１ ０ ０．０１７ ０．０５８ ０．０３１ ０ ０ 

６ ３０ ０ ０．０１３ ０．０４５ ０．０２４ ０ ０ 

７ ３１ ０ ０．００４ ０．０８３ ０．０１８ ０ ０ 

８ ３１ ０ ０．００４ ０．０８４ ０．０１０ ０ ０ 

９ ２５ ５ ０．００２ ０．０５０ ０．００９ ０ ０ 

１０  ０ ３１       ０ ０ 

１１ ９ ２１ ０．００８ ０．０３８ ０．０１５ ０ ０ 

１２ ２６ ５ ０．００８ ０．０３３ ０．０１６ ０ ０ 

１ ３１ ０ ０．００８ ０．０４０ ０．０２０ ０ ０ 

２ ２８ ０ ０．００７ ０．０４２ ０．０２２ ０ ０ 

３ ３１ ０ ０．０１１ ０．０４１ ０．０２７ ０ ０ 

合計 ３０３ ０ ― ― ― ０ ０ 

 

表６．過去５年間の浮遊粒子状物質の経年変化（１時間値の年平均値） 

 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 平均 

瑞浪市役所 

(mg/㎥) 
０．０１４ ０．０１４ ０．０１３ ０．０１３ ０．００９ ０．０１３ 

 

項目 

月 

年度 

測定箇所 
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③ 風向・風速 

本市（市役所周辺）では、年間を通して北東風、西風がよく吹き、秋から春にかけてわずか

に風が強くなります。 

 

 

表７．平成２８年度 風速測定結果（測定場所：瑞浪市役所） 

 
Ｈ２８         Ｈ２９    

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 平均 

1 時間値

の平均値 

（m/s） 

１．８ １．８ １．４ １．５ １．５ １．２ １．３ １．５ １．４ １．２ １．４ １．４ １．４ 

1 時間値

の最高値 

（m/s） 

８．８ ６．８ ６．７ ５．２ ６．９ ６．４ ８．３ ６．８ ８．６ ６．３ ６．３ ５．６ ― 

1 時間値

の最低値 

（m/s） 

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ― 

※風速 0.7～1.7ｍ：風向きは煙がなびくのでわかる。 

 風速 1.8～3.3ｍ：顔に風を感じる。 

 風速 3.4～7.4ｍ：砂埃がたつ。 

 風速 7.5～9.8ｍ：葉のある樹木が揺れ始める。 

 

 
年間風配図 

 

期間：平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日（時間帯：1 時～24 時） 

 ※風配率 

 平均風速 

※単位：０．１ｍ／ｓ 

※風配率：風向の出現頻度を百分率で表したもの 
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④ 光化学オキシダント 

 光化学オキシダントとは、大気中の窒素酸化物（ＮＯｘ）や炭化水素などが、紫外線により

光化学反応を起こして二次的に生成される酸化性物質で、光化学スモッグの原因物質です。光

化学オキシダントが発生しやすい気象条件は、日差しが強く、風が弱く、気温が高い日です。 

光化学オキシダントが高濃度になると、目の刺激、のどの痛みあるいは呼吸困難といった被

害が発生することがありますが、ほとんどが比較的軽症で一過性のものです。 

 環境基準は 0.06ppm となっており、１時間値が 0.1ppm を越えると光化学スモッグ予報が発

令され、0.12ppm を超えると光化学スモッグ注意報が発令されます。 

 予報・注意報が発令された場合は、外出をできるだけ避け、屋外での活動を控えてください。

目や喉などに刺激を感じた場合は、洗眼やうがいをするとともに、最寄りの保健所に連絡して

ください。平成２８年度は、東濃西部地域において光化学スモッグ予報が３度、注意報が１度

発令されました。 

 

 

表８．平成２８年度 光化学スモッグ予報・注意報発令状況（測定場所：笠原測定局） 

 基準値 発令日 

予 報 ０．１０ppm 以上 ５／２４、７／２１、８／１８ 

注意報 ０．１２ppm 以上 ８／１８ 

警 報 ０．４０ppm 以上 なし 

 


